
平成２２年度

第２回国営事業管理委員会（国営事業事後評価）技術検討会議事録

日時：平成２２年６月３０日（水）

場所：合同庁舎５Ｆ 共用小研修室５Ｄ

土地改良管理課長

本日はお忙しい中、技術検討会委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、

ありがとうございます。

ただ今から、第２回国営事業管理委員会（国営事業事後評価）の技術検討会を開催

いたしたいと思います。

開催に当たりまして関東農政局事業管理委員会委員長の山田農村計画部長よりごあ

いさつを申し上げます。

農村計画部長

本日は大変ご多用の中、委員の先生方にはご出席いただきまして、ありがとうござ

います。また、６月４日の現地調査では、埼玉県東部の非常に広大なエリアをバスで

１日お付き合いいただきましてありがとうございました。

本日ご審議いただきます利根中央地区でございますが、いわゆるもともとある施設

を更新していくという事業でございますので、現地を見ていただいても事業のインパ

クトがなかなか感じにくかったのではないかと思います。本日は、統計資料、アンケ

ート調査、各種聞き取り結果等から、私どもから事業完了後５年たった姿を描き出し

て、それを評価案としてご説明させていただきたいと思います。

本日いただいた意見は、私どもがすぐその場で対応するのはなかなか難しい場面も

ございますし、またいただいたご質問によっては本日十分に回答できないかもしれま

せん。いただいたご意見をまず活字にして、担当でご意見を評価結果等に反映させて

いく作業になりますので、十分に反応できないかもしれませんが、次回にきっちりご

説明させていただくことで、逆に本日は主としてご意見をお伺いする形になるかもし

れませんが、ご了承賜りたいと存じます。

次回でございますが、既に７月の下旬で日程の調整をさせていただいているところ

でございます。次回は 終的な修文案をご提示して、更に修文があれば、またその対

応につきましてご相談をさせていただきたいと思います。いずれにしましても、８月

に評価結果を公表ということになりますので、そのようなスケジュールで対応させて

いただきます。

本日は、ぜひ忌憚のないご意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。
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土地改良管理課長

本日は第２回の技術検討会ということになりますが、前回の検討会が現地調査とい

うことでございましたので、改めて委員会出席者の紹介をさせていただきたいと思い

ます。

(以下、委員の紹介は省略）

それでは、以降の議事進行につきましては河野委員長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

河野委員長

それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。まず、国営かんがい

排水事業利根中央地区事後評価結果（案）につきまして、事務局よりご説明をお願い

いたします。

農政調整官

国営土地改良事業地区の利根中央地区の事業評価結果(案）につきましてご説明いた

します。

(資料をもとに事後評価結果(案）を説明）

河野委員長

ただいま事務局よりご説明をいただきました点につきまして、ご質問、ご意見があ

りましたら、委員の方々よろしくお願いいたします。

淺枝委員

ちょっと農業とは関係ないようなことかもしれませんが、地元民として考えると、

事業実施により大きな水田地帯が保全されてことで都市化が阻まれているというのが

一番大きな効果じゃないかと感じています。

それで、例えばヒートアイランドの効果とか、都市住民との交流といったいくつか

の効果が見積もられていますが、それも確かに重要ですけれども、もう少し大きな視

点から、この地域の水田地帯が維持された効果をうまく出せないものでしょうか。私

は三郷に住んでおりますが、何がいいかというと、地域に水田地帯が広がっているこ

とで、それが一番大きな効果です。

そこの水田が住宅地になれば、水の使用量が増え、様々な公共事業も必要となるな

どお金がかかりますよね。しかし、水田が保全されるとそういった支出の必要がない

わけで、そういった点をうまく入れ込めないかと感じました。農業とは直接関係ない

ところかもしれませんが、地域住民の一人として一番大きく感じております。

河野委員長

どこに入りますかね。評価結果(案）５ページの「（２）本事業特有の効果」、ある
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いは「（３）景観・環境保全の効果」でしょうか。

淺枝委員

恐らく、「（３）の景観・環境保全の効果」に入れられるのではないでしょうか。

河野委員長

要するに、水田が景観全体を含めてきちっと保存されていることが分かればいいこ

とだと思います。

淺枝委員

ここと似ているところで、土地改良事業が行われなかった地区との比較をうまくで

きないでしょうか。例えば、浦和方面で土地改良事業が行われていない場所がありま

す。千葉県方面を含めてもいいと思いますが、うまく比較検討いただけると、なぜこ

の地区が東京近郊でありながら、これだけまとまった水田が残された要因が分かると

思います。

河野委員長

なかなか難しいと思いますが、基礎資料（案）35ページの「エ 優良農地の確保」に

おいて、受益地区面積が確保されたこと、都市近郊に水田がこれだけ残されたという

ことが分かればと思います。

農村計画部長

この地区の水田が保全されたことで、農地の多面的機能が確保されていると考えら

れますが、多面的機能に対して都市住民がどのように評価しているかという点は、ア

ンケート調査など新たな視点からの検討が必要となるかもしれませんが、まさに今、

先生がおっしゃった都市近郊にこれだけの農地が残され、農業・農村整備事業が東京

都の近くまで、末端までやられているということは希なことであると思いますので、

そういう事実を記載させていただきます。

また、周辺で農地転用が進む中で、例えば農地転用状況の整理の中で、この地区

の農地が残されていることについて、多面的機能ありきで、数字で他地区と比較する

ようなことを少し工夫させていただきたいと思います。

河野委員長

難しいし、大変かもしれませんが、こういう事業の一番良いところをきちんと示す

ことになりますので、今おっしゃった多面的機能が発揮されるということで少しご検

討いただければと思います。

何かほかにございますか。

高木委員

今の意見に関連しますが、日本の農政が抱えている課題というのは、やはり農業就
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業者の数が減っていること、また農地の面積がだんだん小さくなっていることだと思

います。

今回の事業地区に関する評価としては、何とか良くはなっていることになりますが、

根本的には、都市化の大きな波が押し寄せてくると、 終的には総費用総便益比1.25

の評価が低くなってしまう。ということは、地区の農地をどう守るかというところが、

これから一番重要になってくると思います。

そうした中で、評価結果（案）７ページの「今後の課題」で、ここでは管理や地域

農業の維持・発展ということがさらりと入っているのですが、もう少し「農地を守

る」トーンを強くして、農地を転用させないために、県、関係市町とやはり国とが連

携して、きちんと対応できる体制づくりを入れるようお願いしたいと思います。

それから、今、国土利用計画法の見直しの時期が来ている中で、これだけの設備投

資した土地を有している市町の責任として、安直にそこを転用する方向に向かうので

はなく、地域の方たちと話をすることが大切で、その土地の価値をきちんと理解して

いただく仕組みを作ることが、今の段階であるならば、まだ間に合うと思います。ま

た、県や市町も交えた仕組みを作ろうとしても、市町からはなかなか声が出ないので、

やはり国といった上位機関から言わないと厳しいかなと感じます。

農村計画部長

今、高木先生がお話しになりましたとおり、今後の課題として農地の保全をどのよ

うに進めていくかという問題提起でございますので、ご意見は全く当然のことになり

ます。ぜひその点は意見に反映させていただきたいと思います。

高木委員

地域の住民の方たちがここの土地の価値や、この整備の重要性を理解するための取

組を地道に行わないと、いくら国が言っても、地元ではそのように捉えないと思いま

す。

これから、いかに地域の人たちを巻き込んだ対策を国としてやっていくのかという

ことも一つの課題になってくるかと思います。

その際、いろいろなイベントや何らかの仕組みを仕掛けることと、暮らしの中でい

つでも地区の農地や施設の大切さがわかる環境を整えることの両面の取組が必要だと

思います。この地区の一番の売りというのは、やはり江戸時代から脈々と水をコント

ロールして農地を守ってきたんだという歴史性がある点です。そこをもっと強調した

ほうがいいかなと思います。例えば円筒分水工で用水を３つ分けていますが、あれは

江戸時代からずっと続いてきた仕組みだという話でしたが、現地調査で見た限りでは、

コンクリートで固めてあって、よくわかりにくくなっているのではないでしょうか。

だから、その側に少し大きな樹木を植えるとか、説明板を設置するなどして、子供を

始め住民の方が来て、その説明板を見ながら散歩したりするというような仕掛けがあ

るといいのではないでしょうか。

そういった歴史を感じることで、水をコントロールしなければならない日本の国土

の厳しさの中で、農地を確保してきた意義を理解できるポイントは、この地区ではい
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くつかあると思います。全部のポイントを整備する必要はありませんが、きちんと整

備して、地域を巻き込んでいくことについて、ソフト、ハード両面で取組んでいくこ

とを明確にしていかないと、先ほど言った市町連携の体制づくりは難しいと思います。

ちょっと宿題が多くなるかもしれませんが、そのようなことも「今後の課題」や「総

合評価」に入れていただけると、農地や施設の大切さを理解しながら守っていくこと

への理解につながるのではないかと思います。

農政調整官

利根中央地区の施設は、歴史、伝統を有していることから、地元では様々なＰＲ

を行っています。その一例として、利根大堰により周辺の用水路が合口される以前、

利根川にあった葛西用水路の取入口を羽生市の協力を得ながら、一部保存し、親水

公園として整備し、その歴史的を紹介する看板を設置しています。

また、琵琶溜井分水工の敷地に葛西用水の歴史を展示する記念館を設置しているほ

か、二郷半領揚水機場が本事業実施前に設置されていた江戸川にモニュメントを設置

しております。

高木委員

そういった整備が行われているのは分かりますが、先ほどの言い方を変えますと、

もっとそういうものを生かす戦略を立てるということですね。つまり、分散している

ものについて、ここにあります、あそこにありますと言うのではなくて、日々の暮ら

しの中で何となくそういった施設が生活範囲にあるように仕立てていき、どこの地区

にまだないのかとか、どこの地区はあるのかということを把握して、どの地域の人た

ちも暮らしの中で、散歩などでそういうものが何となく分かるような場所を考えてい

くということです。

ですから、今あるものがうまく配置されているのであればいいのですが、もし、そ

うした地域資源が分からない地区があれば、優先的に探していく取組が必要かと思い

ます。

なぜそのようなことを言うのかといいますと、評価結果(案）１ページの「①人口

の推移」を見ると、やはり15年で10％ぐらい人口が増えていますが、地区外からいろ

いろな人たちが転入しているということであり、総合学習などではちょっと間に合わ

ない、大人になってから越してきた人には、「何だか汚い水路があるな」ぐらいにし

か思わない人も多分いらっしゃると思います。そのような認識にならないように、う

まく暮らしというか生活の中で農地や施設の歴史を学べる仕組みというものを、市

町と協力しながら作っていったらどうかと思ったからです。

今やってあることは十分理解しております。

農村計画部長

全くそのとおりだと思います。まさに優良農地を確保するための住民の巻き込み方

ですね。その一つの事例として伝統文化に着目するということ。そういうものをうま

くつなげて住民の方に理解をしていただくということ。
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また、これはどちらかというと、これからどのようにアイデアを出していくかとい

った観点からのご提言の形で、今後の課題として記載させていただく形でよろしいで

しょうか。

高木委員

そうですね。

河野委員長

それで結構だと思います。評価結果（案）７ページの「（１）水管理の一層の効率

化」にある「農地・水・環境保全向上対策」の取組というのはまさにそれですよね。

しかし、これで都市の人たちを巻き込んでの取組というのは「細々と」というような

気がします。ここには水田でやっていける、きちっと経営をしていける方たちがおら

れ、それから畑作でもやっていけるところなので、今言われたことをこれから取組め

ば、非常にモデル的なところになると思います。

ここには都市住民の方たちも多くおられ、日本の今後の農業を考えると、農家の人

だけとか地域の人だけではとても農業を守っていくことは無理なので、都市の人たち

も一緒に関わっていただいて農業を守っていくために、共生対流や都市農村交流など

で取組んでいくべきであります。その一つの事業というのが「農地・水・環境保全向

上対策」なのでしょうから、それをもう少し、今よく言われている環境ストックに組

み入れるなどして、地域に住んでいる方たちがいつでも見れるとかわかるような仕組

みを作っていくことが望まれるという点は、高木委員が言われたとおりだと思いま

す。

この地区では都市住民との取組ができるわけですが、東北の過疎地に行くと、農

業を守っていくことを地域の人だけでやらざるを得ないのです。ここはこの取組の

モデル地区になるのではないかと思います。今後そういうことをしていくという内容

にしていただければよいかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

高木委員

はい。

農村計画部長

基本的なラインは、やはりこの地区に存在している立地条件である農業・農地・

水の意義を打ち上げた上で、それを残していくためのいろいろな仕組みを作るという

ところでございますね。

高木委員

農地だけでは守れないところに、付加価値とか歴史、水のコントロールとか、いろ

いろなものをつけて地区を守っていかないと多分農地や農村地域はなくなってしまう

と思います。
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佐々木委員

細かいところで恐縮ですが、評価結果（案）１ページの、「③産業別総生産額の動

向」において、第１次産業の総生産額は関係市町では1.8％減、埼玉県は34.4％減と

関係市町は非常に少ないのですが、２ページの「⑦農業産出額」になりますと、関係

市町は29.7％の減になっています。第一次産業の中心は農業らしいものですから、両

者の整合性を取っておいた方がいいかなという気がします。

農政調整官

産業別の総生産額は埼玉県、農業産出額は関東農政局と出典、算定手法が異なり、

データの確認を行いましたが、両者共数値的は間違いがなく、既に公表しているもの

と扱わせていただきたいと思います。

佐々木委員

ですが、少し差があり過ぎる感じはしますよね。

農村計画部長

「③産業別総生産額の動向」における総生産額の第一次産業の中身について、局内

で議論があったのですが、よくわからずじまいだったものですから、再度確認しても

わからないのであれば、そこは割愛するなど、あまり矛盾と思われないような対応を

考えたいと思います。

佐々木委員

そうですね。

それから、先ほどご説明がありましたように、基本的に更新事業ですので、農業面

で新たなインパクトが大きく出ることではないとのことですので、これからどのよう

な事業を重ねていくか、あるいはこの地域の農業ビジョンをどのように描くのかとい

う点がこの事業を生かすことになるのだろうと思っています。ご説明にありましたよ

うに、大きく農業構造が変わっているのだろうなというのは、数字からよく分かりま

す。本地区では、米、麦、それから大豆を中心に営農されていましたが、米と野菜に

大きくシフトしているなということは数字から分かります。

気付いた点として、まず一点は、野菜が大きく増加し、特にこまつなが非常に増加

しているのですが、増え方がよく分かりません。ですから、基礎資料(案）の後半部分

に優良営農事例の紹介がありますが、そこへこまつなで産地化がなされたとか、ある

いはこまつなを中心とした経営、あるいは産地形成等の事例を挙げていただけると、

ああこんなふうに産地構造が変わっているのかということが分かる気がしました。

もう一点は、野菜が増加していますが、先日見せていただいた現地の印象が強いせ

いかもしれませんが、やはりどうもこの地区は、稲作がずっと経営の柱であり、大規

模経営をやっておられる方は、例えば米プラス加工米等の形で、あくまで米を中心に

考えられている方がかなり伸びておられるという印象を受けました。そうすると、こ

の地域の今後の農業ビジョンとして、評価結果書(案）及び基礎資料(案）にも記載が
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あるとおり、地産地消とかあるいは６次産業化が大きな柱になっていくんだろうと思

います。

稲作経営を一方の柱にして、もう一方で野菜等を中心にしたような形で地産地消を

行い、経営を伸ばしているなど、本地区では稲作のウエートがもう少し大きい印象が

ありますので、その辺をもう少し事例として入れていただいたほうがいいのかなとい

う感じがします。

西山委員

私も、本地区は多面的な機能だけではなく、農業生産の面で勝負できる条件の揃っ

た場所だと思います。

お聞きしたいんですけれども、基礎資料(案）の46ページ「（５）費用対効果分析の

算定結果」の２番目の表に年増加農業所得額という項目がありますよね。これは一番

下の合計値約58億というのがこの地区の年増加所得額で、そのうちの効果がこの３つ

に分けられるということを示された表と理解してよろしいですか。

そうしますと、先日の現地調査の際も若い担い手の方に参加していただき、この地

域では恐らく大規模に農地が流動化されていて、優良経営体が増加しているというこ

とを実感させていただきましたが、では実際販売額としてどのぐらい伸びているのか、

農業所得はどのぐらい伸びているのかということがどうしても気になります。それ以

前のデータでは、間接的な維持管理費が節減された、労働時間が削減されたというよ

うなデータはあるのですが、所得が具体的にどういうふうに推移したとかというデー

タを示していただいたほうがインパクトがあるし、もしそれが価格の低迷でできない、

難しいのであれば、できない構造的な問題がもっとほかにあるのではないかと思いま

す。ここはこれだけの努力をされているということを示すデータを示てもいいのでは

ないかと思います。

河野委員長

農家経営所得等については、調査はされているのでしょうか。事務局いかがでしょ

うか。

農政調整官

基礎資料(案)の46ページにある「年増加農業所得額」は、費用対効果分析の算定方

式に基づき算定しているもので、実際の農家の所得額を積み上げたものとは異なって

おります。

河野委員長

西山先生の言われたことに関する事例のいくつかを挙げるとよいと思います。

農村計画部長

そうですね。先ほど、佐々木先生からお話があったように、確かに稲作の特に大規

模なところの経営状況というのは事例としても抜けていて、事業後の生産額の伸びが
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どの程度になっているかについて、そこまで追求できるかどうかは確かに分かりませ

んが、その点は検討させていただきたいと思います。

稲作の典型的な大規模農家の経営状況、経営の推移等のデータを加えさせていただ

いて、その中で６次産業化の部分と、もう少し大規模農家の課題も加えるような形で

整理させていただければと思いますが、いかがでございましょうか。

河野委員長

是非そうしていただければと思います。これを見ていたら、年収がどのぐらい伸び

たんだろうかという点に興味を持ちますよね。いくつかの事例で結構ですので、検討

いただければと思います。

農村計画部長

そうですね。年収の把握が困難であれば、経営規模がどれだけ増加しているか、あ

とは単価や単収で想像していただくといったことはできるかもしれませんので、どの

ぐらい経営規模面積の拡大ができているかについては、検討させていただきます。

西山委員

基礎資料(案）の25～26ページ「①作付面積の変化」、「②主要作物の単価・単収の変

化」には非常に細かいデータを示されていますが、所得に係るデータがないので、恐

らく経営が伸びているんだろうなというのは想像できますが、事例があれば分かりや

すいと思います。

河野委員長

かなり難しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。野菜農家とか花き農家

がすごく儲かっているということはあちこちで見聞きして分かっているのですが、米

を核にしていて、しかも都市近郊で、なかなかそういう事例はないので、是非この地

区でお示しいただくとありがたいです。興味を持つ方が多くおられるだろうと思いま

す。

農村計画部長

では、できる範囲で検討させてください。

河野委員長

かなり大変とは思いますがよろしくお願いします。

佐々木委員

あと、野菜農家がどのように伸びているのか、野菜農家の増加状況についても検討

していただければと思います。

河野委員長
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いろいろ課題がありますが、できる範囲で結構ですので、よろしくお願いいたしま

す。

他に、委員の先生方で何かありませんか。

淺枝委員

Ｂ／Ｃ(総費用総便益比)1.25という値につきまして、これがどのように算定されて

いるのかということのほかに、そこに水田があることのいろいろな効果、例えば治水

効果などを見積もれないのでしょうか。そうすれば、かなりこの値が高くなるという

気がします。他にも、本当に合っているのかわからないのですが、治水機能であれば

流出率のデータも把握して算定できないのでしょうか。

河野委員長

多面的機能をみるということですね。

淺枝委員

ええ。そうすると、もっと事業効果がありますよということになるのではないかと

思います。

河野委員長

単純なやり方であれば、できないことはないでしょうけれども、方法的にはどのよ

うなものがあるのでしょうか。

淺枝委員

いわゆる代替法といった手法がありますよね。これは、ほかのものでやるとどのく

らいの効果になるか。それで全部が見積もれるかどうかは別として、これで算定すれ

ば結構簡単に見積もれるのではないかと思います。

河野委員長

そのことについては、ＣＶＭにより算定はされております。

淺枝委員

ええ。ＣＶＭもやられていますが、間違いなく低く出ると思います。というのは、

実際には多くの多面的効果はありますが、ここに住んでいる人は、大体こんなものだ

と思って答えてしまうので、どうしても高い値は出ません。

そういうものを数値化するならば、代替法の方がそれらしい値が出るかなという気

がします。例えば、先ほども話した治水機能での流出率のデータ等から、どのぐらい

流量が増えるかということを検討しますと、もうこれだけで数億円の効果額になりま

す。こういった効果というのは実はかなり隠れてしまっていて、1.25という数字はか

なり低い値になっているというのが、私が受けた印象です。

また、ヒートアイランド効果がありますよね。あれも、通常は似通った土地で温度
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を比較しています。そうすると、水田と市街地では３度ぐらい違いますから、その市

街地の人口を基に効果額がすぐに算定できて、かなり高い値が出てきます。

農村計画部長

淺枝先生、ありがとうございます。今お話を伺っていまして、先生が今ご発言され

た内容を全部そのまま第三者の意見に載せたいなと感じました。要は、算定されてい

る効果以上に、特にこのエリアでは効果が出ているんだという評価をいただいている

ということとして、今のお言葉をぜひ大事にさせていただきたいと思います。そうい

った評価方法については、また課題いう形で、勉強はさせていただきますが、そうい

う方向性でまとめさせていただきたいと思います。

高木委員

この1.25というのは低い数値ですか。１.0を超えればいいという話を聞いたのです

が、1.25というのは皆さんの感じとしていかがですか。

事業計画課長

私ども事業計画を作るに当たって、費用対効果については1.0を超える必要がありま

す。 近では、国営土地改良事業においては、1．2というラインを目途に費用対効果

の検討を行っております。他の公共事業と比べますと非常に見劣りがするような実態

にはなっております。ただ、我々もあくまでもそういうルールがありまして、それに

基づいて行っていることで、今、淺枝先生がおっしゃたような代替法とか、本当は使

いたいところですが、なかなか我々はルールとしては使えないというところです。

高木委員

全国一律のルールで行うのとは別に違うのをつくってということは入れちゃいけな

いということでしょうか。地域ごとに効果って違いますよね。

事業計画課長

それは、今、山田部長も申しましたけれども、ルールでやるとこれだけれども、そ

のほかにもこんな効果があるということはいっていただければと思います。

高木委員

だから、それはぜひ入れるべきです。

土地改良管理課長

ＣＶＭは、ある程度の効果を算定した上で、それに基づき算定した数値を入れられ

ることとしております。

今回の本地区の場合、ＣＶＭ算定を行って、それを加算した1.27を参考値とする整

理をしているのですが、なかなかＣＶＭとしての効果算定が全国で定着していないも

のですから、それで基本のルールとして、この1.25という数字を基本としています。
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仮に、先ほど言ったような話をする場合ですと、それ以外にこういった効果がある

という形で出すとことは考えられます。

投資効果という点は農業投資が前提になります。まず、それが一義的に農業投資を

行うことでどれだけ効果があるかという形で見て、それ以外に効果として出せるもの

をどのように出していくかという話であれば、今、農村計画部長がおっしゃったよう

に、事例的なものでどのように出せるかということについては勉強させていただけな

いかと思います。

ただ、基本的に1.25という数字自体は、更新事業であっても、この算出ルールでい

くとこんな数字が出てくるということになります。いずれにしても、効果の出し方に

ついて、ご意見等を踏まえて検討させていただきたいと思います。

整備部次長

今の話につきまして、私、たまたま公共事業の経済効果の見直しの際に本省で担当

していたものですから、私の感想として聞いていただきたいのですが、もともと土地

改良事業の効果算定方式は、昭和24年から公共事業の優先順位の判断材料として、戦

後ＧＨＱの指示により検討が行われてきたという歴史があります。

土地改良事業については、どうしても農家経済に着目せざるを得ないという事情が

あって、地道に取り組んできたところですが、他の公共事業と比べて低い傾向があり

ます。例えば林道整備等の投資効率は２から３、そこに災害防止等に関する効果を加

えると、それ以上になり、一般的に非常にわかりやすいものになっています。我々も、

これまで土地改良事業の経済効果を変えようとしてきましたが、せいぜいＣＶＭを追

加したところで止まっているのが現状です。農業効果に一般経済というか、社会経済

効果を加えてしまうと、農業以外の重複する効果をどう算定するかなど、難しい話に

なってしまいます。

結局、現状ではそういうことだということですが、これは各委員の方がおっしゃる

とおり、大きな課題です。我々も変えたいと思うのですけれども、なかなか踏み切れ

ていないと事情であることをご理解いただきたいと思います。

なお、本事業は更新事業ですから、新たなところに農地をつくって、あるいは道路

をつくってではなく、つくり直すだけで1．25という数字が出たことは、我々としては

まあよくやったと思っているところなので、ご理解いただければと思います。

高木委員

更新事業としては、大きな効果が発現しているということですね。ありがとうござ

いました。

河野委員長

一応各委員からいろいろと意見をいただきました。事務局においてはちょっと大変

かもしれませんが、今月末ぐらいまでにまとめるということですのでよろしくお願い

いたします。また、 終的な評価結果の取りまとめもよろしくお願いいたします。
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それでは、これで本日予定しておりました議事を終了いたしましたので、議事進行

を事務局へお返しいたします。

土地改良管理課長

長時間にわたりまして、ご議論をありがとうございました。

本日、提示いたしました評価結果（案）につきましては、委員の皆様からいただい

たご意見等を踏まえまして、修正等を行い、 終的な取りまとめをしていきたいとい

と考えております。委員長のほうからもございましたように、次回、皆様のご議論の

点を踏まえまして提示させていただくということになると思います。

次回の開催は、お忙しいところを恐縮ではございますが、７月29日とさせていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。詳細につきまして

は後ほど事務局より改めてご連絡をさせていただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

後に、閉会に当たりまして山田農村計画部長からごあいさつを申し上げたいと思

います。

農村計画部長

後にお礼を申し上げます。本日は大変ご多用の中ご出席賜りまして、ありがとう

ございました。本日いただきました、まさに都市近郊の農地の価値、こういったもの

を今後どう更に評価を進めていくか、また保全のための具体的な対策にどう結びつけ

ていくのかが課題だと思いますし、この地域の農業を正面から本日はご評価いただき、

大変いい意見をいただいたと思っております。

本日の意見を評価結果書(案）に反映させ、次回にご提示をさせていただきますので、

またご審議を賜りたいと思います。

本日は大変ありがとうございました。


